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安全就業ワッペン 　電話はフルネームで
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事務局だより

就業中は、会員証の携帯はも

ちろんのこと、会員証送付時に

同封されている「安全就業ワッ

ペン」を第三者から識別できる

ように衣服に着け、センターの

会員であることがわかるよう

にしましょう。 

 氏名は必ず記入してくださ

い。 

（平成２９年１１月末現在） 
・会員数３３４人 
（男２５６人、女７８人） 

・受注件数 1,400 件 
・契約額 107,387千円 
 

＊受注件数・契約額は平成 29年 4～11月 
＊契約金額は前年同月比で 881千円減です。 

平成２９年度の年会費（３,６００円）を未納の方は

早急に納入をお願いします。 

会費は当センターの事業運営に欠かせない貴重な

財源の一部であり、シルバー人材センターの正会員と

しての資格を維持するには年会費の納入が必要です。  

現在センター会員にはたく

さんの同姓の方がおられます。

センターへ電話をくださる場

合は必ず会員名をフルネーム

で告げた後、話を始めるように

してください。 

 同姓による事務取り違いを

防止するためご協力をお願い

します。 

　センターから受け取られた配分金等は、税法上は、雑所得として取り扱われ、次に該当するような

場合は所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がありますので、自主的に申告して下さい。

1.配分金収入のみの会員

　　　　　103万円を超える配分金収入がある場合

2.配分金収入の他に年金収入がある会員

　　　　　（年間配分金－配分金控除65万円）＋（公的年金等の収入額－公的年金等控除「下表参照」）

　　　　　－基礎控除38万円－その他所得控除「扶養など」=課税対象所得額がある場合

（注1）公的年金等の控除額は次のとおり。

（注2）確定申告についての詳しいことは最寄の税務署にお問い合わせください。

◆　公的年金の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が

　　20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をしなくてもよくなりましたが、

配分金の確定申告について

65歳未満会員（昭和28年1月2日以降生まれ） 65歳以上会員（昭和28年1月1日以前生まれ）

公的年金等の収入額 公的年金等の控除額 公的年金等の収入額 公的年金等の控除額

130万円未満 70万円 330万円未満 120万円

130万円以上410万円未満 年金収入×25％＋37.5万円 330万円以上410万円未満 年金収入×25％＋37.5万円

    市町村民税の申告は必要です。

410万円以上770万円未満 年金収入×15％＋78.5万円 410万円以上770万円未満 年金収入×15％＋78.5万円

770万円以上 年金収入×5％＋155.5万円 770万円以上 年金収入×5％＋155.5万円


